
令和5年10月○〇日

富士市錦町と高嶺町の境にある小潤井川に架かる【柳田橋】におきまして、

別紙のとおり、交通規制（終日通行止め及び一方通行解除）を実施し、

【柳田橋の架けかえ工事】を実施しております。

工事の際、地域の住民の皆様並びに道路利用者の皆様方には、交通規制に伴い

発生する迂回に対し、ご不便をお掛け致しますが、ご理解・ご協力を賜りますよう、

よろしくお願いいたします。

　なお、工事箇所近隣の店舗は営業しております。

<市道柳田橋架けかえ工事の概要>
　 　　・工事期間（予定）

　　　① 左岸下部工：令和5年9月19日　　～　　令和6年３月31日

　　　② 右岸下部工：令和6年9月　　　　～　　　令和7年3月

　　　③　　　 上部工：令和7年9月　　　　～　　　令和8年3月

発 注 者 ： 富士土木事務所　工事課　工事班　鈴木　直彦　　　 TEL　0545-65-2864

施 工 業 者 ：
　　　① 左岸下部工：株式会社井出組　所在地　富士市島田町2－115 TEL　0545-52-5103　

工事担当者：西川　泰宏 TEL　090-1097-6206
　　　② 右岸下部工：未定
　　　③　　　 上部工：未定 　

小潤井川 柳田橋の架けかえ工事に伴う交通規制のお知らせ

工事箇所（柳田橋）



※住宅等への出入りの為通行止め付近まで車輛等は走行可能とする。

迂回路

工事箇所（全面通行止）
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